
平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

二

九

一

号

内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
権
発
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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内
閣
総
理
大
臣
の
指
揮
権
発
動
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
五
月
二
十
九
日
付
産
経
新
聞
一
面
に
、
「
任
命
権
者
の
責
任
を
痛
感

安
倍
首
相
」
と
の
見
出
し
で
、

「
安
倍
晋
三
首
相
は
二
十
八
日
夕
、
記
者
団
に
対
し
て
、
『
有
能
な
農
水
相
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
内
閣
、
政
権
へ
の
影

響
は
大
き
い
と
思
う
。
任
命
権
者
と
し
て
も
責
任
の
重
さ
を
改
め
て
か
み
し
め
て
い
る
』
と
述
べ
、
シ
ョ
ッ
ク
の
大
き
さ
を

う
か
が
わ
せ
た
。

た
だ
、
首
相
は
談
合
事
件
に
関
連
し
て
『
ご
本
人
の
名
誉
の
た
め
に
申
し
上
げ
て
お
く
が
、
「
緑
資
源
機
構
」
に
関
し
て

捜
査
当
局
が
松
岡
農
水
相
や
関
係
者
の
取
り
調
べ
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
取
り
調
べ
を
行
う
予

定
も
な
い
と
（
聞
い
て
い
る
）
』
と
述
べ
た
。
捜
査
状
況
に
関
し
て
、
首
相
が
言
及
す
る
の
は
異
例
だ
。
」

と
い
う
記
事
（
以
下
、
「
産
経
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

二
〇
〇
七
年
五
月
二
十
九
日
付
朝
日
新
聞
一
面
に
、
「
松
岡
氏
捜
査

首
相
が
否
定

緑
資
源
談
合
め
ぐ
り
」
と
の
見
出

し
で
、

「
安
倍
首
相
は
二
十
八
日
夕
、
入
札
談
合
事
件
で
理
事
ら
が
逮
捕
さ
れ
た
農
水
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
『
緑
資
源
機

構
』
の
関
連
団
体
と
松
岡
農
水
相
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
首
相
官
邸
で
記
者
団
に
『
捜
査
当
局
か

一



ら
「
松
岡
大
臣
や
関
係
者
の
取
り
調
べ
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
取
り
調
べ
を
行
う
と
い
う
予
定

も
な
い
」
と
発
言
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
』
と
語
っ
た
。
」

と
い
う
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

指
揮
権
の
定
義
如
何
。

四

刑
事
事
件
に
対
す
る
取
り
調
べ
に
つ
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
検
察
に
指
揮
権
の
発
動
を
行
う
こ
と
は
法
令
上
禁
止
さ
れ
て

い
る
か
。

五

刑
事
事
件
に
対
す
る
取
り
調
べ
に
つ
き
、
法
務
大
臣
が
検
察
に
指
揮
権
の
発
動
を
行
う
こ
と
は
法
令
上
禁
止
さ
れ
て
い
る

か
。

六

四
と
五
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

「
産
経
記
事
」
と
「
朝
日
記
事
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
緑
資
源
機
構
に
対
す
る
捜
査
に
関
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
法

務
大
臣
が
指
揮
権
を
発
動
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

八

刑
事
事
件
に
対
す
る
検
察
の
取
り
調
べ
に
つ
き
、
過
去
に
内
閣
総
理
大
臣
が
検
察
当
局
に
進
捗
状
況
等
を
問
い
合
わ
せ
た

こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
直
近
の
事
例
を
具
体
的
に
五
件
挙
げ
ら
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


